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GX 脱炭素電源法案に関する要望書 

 

 国政に関する日々のご活動に心より感謝いたします。 

 さて、3 月 30 日、5 つの法律改正案を束ねた「GX 脱炭素電源法案」（脱炭素社会の実現

に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案）について

衆議院本会議で趣旨説明が行われました。束ねられているのは、原子力基本法、原子炉等規

制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法の改正案です。 

 私たちは、原子力の推進については、経済合理性がないこと、電力の安定供給をむしろ損

なうこと、事故やトラブルのリスクが大きいことなどの理由で反対の立場です。 

一方で、たとえ原子力を容認もしくは推進の立場にたったとしても、この束ね法案には、

以下のような問題が含まれていると考えています。 

 

１．原子力基本法：「 国の責務」の詳細な書き込みで、原子力産業を手厚く支援 

 

 原子力基本法の改正は、その必要性に関してまずは原子力委員会における十分な議論が求

められます。また、当該議論に基づき、パブリック・コメントなど、国民の意見を幅広く反

映させる必要があります。しかし、そのような手続きは踏まれませんでした。 

改正案において、「国の責務」をかなり詳細に書き込んでいますが1、これは以下の観点か

ら疑問です。 

                                                      

1 第二条の二において、「国は、エネルギーとしての原子力利用に当たっては、原子力発電を電源の選択

肢の一つとして活用することによる電気の安定供給の確保、我が国における脱炭素社会の実現に向けた

発電事業における非化石エネルギー源の利用の促進及びエネルギーの供給に係る自律性の向上に資する

ことができるよう、必要な措置を講ずる責務を有する」とした上で、同第２項において、「原子力施設

が立地する地域の住民をはじめとする国民の原子力発電に対する信頼を確保し、その理解を得るために

必要な取組及び地域振興（中略）推進する責務を有する」とし、さらに第二条の三において、人材育

成、産業基盤の維持および強化、事業環境整備などを定めている。 
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・  再エネ特措法」など他の法律とのアンバランスが著しい。「 原子力」のみを特別扱いし

ている。 

・ エネルギーの安定供給や、エネルギー部門における脱炭素化は、原子力のみならず総合

的に考慮すべきであるため、「エネルギー政策基本法」で十分に対応できる。 

・ 本来、原子力事業者が自らの責任で実施すべき内容を、国が肩代わりすることになる。

結果的に原子力事業者を過度に保護する内容となり、モラルハザードを生む。 

・ 原発がエネルギー安定供給、自律性の向上に資するかは議論の余地が大きい。たとえば、

原発の事故やトラブルが電力供給に及ぼす影響、ウラン燃料は 100％輸入依存であるこ

となどを考慮すべきである。 

 

２．原子力基本法：運転期間についての規定は本末転倒 

 

 原子力基本法改正案（第十六の二 第２項）において、「運転期間に係る規制は、（中略）

原子力の安定的な利用を図る観点から措置する」としています。これは、運転期間の上限を

原子炉等規制法から外し、電気事業法に新たに盛り込むこととの整合性をつけるためである

と思われますが、個別法にあわせて原子力基本法を改正することは本末転倒です。また、運

転期間にかかる規制を利用に従属させるとも解釈でき、不適切です。 

 

３．原子炉等規制法：運転期間上限削除に立法事実なし 

 

 原子炉等規制法の改定において、現行の運転期間を原則 40 年にするという規定（第四十

三条の三の三十二）を削除しようとしています。 

2012 年当時、運転期間上限に関する定めは、明らかに「規制」の一環として原子炉等規

制法に盛り込まれました。このことは、今国会において岸田首相も答弁している通りです。 

その後、運転期間の上限を撤廃する理由となる、新たな事象が生じたわけではありません。 

すなわち、これを削除する立法事実はありません。 

政府は、運転期間の上限について 「利用側の政策」として整理したと説明し、その根拠と

して、原子力規制委員会の令和２年７月 29 日の文書 （ 「運転期間延長認可の審査と長期停止

期間中の発電用原子炉施設の経年劣化の関係に関する見解」）をあげています。しかし、当

該文書の主旨は、運転期間から長期停止期間を除外することは適切ではないというものであ

り、策定過程において、運転期間の上限の撤廃の可否について委員の間で議論が行われたも

のではありません。根拠とするには不適切なものです。 

 

４．原子炉等規制法・電気事業法：安全規制の緩和につながる 

 

 今回提案されているのは、運転期間の上限に関する規定を原子炉等規制法から電気事業法

に移し、原発の運転期間の延長については、経済産業大臣が認可を行うことです。認可にあ

たっては、電力の安定供給を確保することに資すること、事業者の業務実施態勢を有してい

ることなど利用上の観点からの判断となります。 

政府は、原子炉等規制法に 30 年を超える原発の劣化評価を規定することにより、規制は

強化されるとしています。しかし、従来から、30年超の原発に対する 10年ごとの劣化評価
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は、高経年化技術評価として行われてきました（原子炉等規制法第 43 条 3 の 22 第一項の

下の 「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」）。今回、これを法律に格上げするこ

とになりますが、基本的には、従来の制度の延長線上であり、新しい制度というわけではあ

りません2。 

すなわち、今回の改定は、運転期間の上限規定を原子炉等規制法から削除することとなり

ますが、安全を担保するための制度を新規に追加するわけではなく、原子力規制委員会の権

限を縮小し、規制を緩和するものです。 

 

５．電気事業法：長期停止期間を運転期間から除外する合理性なし 

 

 今回、電気事業法に運転期間の延長に関する認可が移されますが、①関連法令の制定 ・変

更に対応するため、②行政処分、③行政指導、④裁判所による仮処分命令、⑤その他事業者

が予見しがたい事由――によって運転停止を行っていた期間については運転期間から除外

できることになります （電気事業法第 27 条の 29 の２第４項）。しかし、たとえこれが事業

者にとって他律的なものであったとしても、当然、経年劣化は進行します。また、利用側の

観点に立ったとしても、これらの停止期間を運転期間から除外できるとする合理的な理由は

見当たりません。さらに、この運転停止事由に関してはそれぞれ当時運転停止を命令もしく

は要請すべき社会的なあるいは法令上の理由があり、運転停止の必要がなかったと経済産業

省が認定することは適切ではありません。 

 

 

以上の理由から、貴職におかれましては、本案に反対していただけますよう、お願いいた

します。また、これらの問題点について国会審議で明らかにしていただけますようご尽力い

ただければ幸いです。 

 

なお、原子力基本法を含む５つもの法律の重大な修正案を 「束ね法」として審議するとい

う提案方法そのものが、国会での議論を軽視したものではないでしょうか。丁寧な議論を行

うために、個別の審議をお願いいたします。 

 

 

                                                      

2 老朽原発の劣化評価についての具体的な審査手法や、岸田首相の求めた国民への「わかりやすい説

明」の内容は、現在原子力規制委員会で議論されているが、60 年を超える原発の実運転データは存在し

ないこと、「設計の古さ」への対応は困難であることなど、課題が山積している。 


